
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示

下記のとおり企画提案書の提出を招請します。
令和５年７月28日

支 出 負 担 行 為 担 当 官
警察庁長官官房会計課理事官

永山 貴大

記

１ 契約担当官等の官職及び氏名
支 出 負 担 行 為 担 当 官
警察庁長官官房会計課理事官 永山 貴大

２ 契約概要
(1) 契約件名 特定小型原動機付自転車の交通ルールを周知するための映像資料の制作
(2) 契約内容 仕様書による。
(3) 納入期限 令和６年２月20日

３ 参加資格、選定基準及び評価基準
(1) 企画提案書の提出者に要求される資格
① 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得
ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

② 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
③ 令和４・５・６年度内閣府競争参加資格（全省庁統一資格 「物品の製造」又は｢役）
務の提供等｣のＡ、Ｂ、Ｃ又はＤの等級に格付けされている者であること。

④ 警察庁から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
⑤ 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ず
る者として、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこ
と。

(2) 企画提案書の特定のための評価基準
事業の目的との整合性、妥当性・独創性・訴求力、実施体制の適格性、実績の有無、経

理処理能力の適格性、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標

４ 手続等
(1) 担当部局

東京都千代田区霞が関２－１－２
中央合同庁舎２号館内 警察庁交通局交通企画課
電話 ０３－３５８１－０１４１

(2) 企画提案書及び必要書類の提出期限、場所及び方法
令和５年８月14日 17時00分
上記(1)に同じ。郵送の場合は提出期限までに必着のこと。

５ その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否 要
(3) 関連情報を入手するための照会窓口 上記４(1)に同じ。
(4) 詳細は仕様書による。本公示の日から上記４(1)の所在地において交付する。ただし、
「電子調達システム」から入手することもできる。



特定小型原動機付自転車の交通ルールを周知するための映像資料の制作

警察庁長官官房会計課



項目及び構成

○ 仕様書

○ 応募要領

○ 契約方法及び評価項目

○ 契約書（案）

○ 企画競争に関するアンケート



メモ

○方式

公募型プロポーザル方式

○契約予定額

６，５００，０００円（税込み）

○企画提案書の提出期限は、

令和５年８月14日 17時00分（必着） です。

○企画提案書の構成は、「応募要領」をご確認下さい。

○企画提案書と併せて、

・「資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し」

＊令和４・５・６年度内閣府競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の製

造」又は「役務の提供等」のＡ、Ｂ、Ｃ又はＤに格付けされている者であ

ること。

・「見積書」を提出して下さい。

してくださなお、見積書は一式見積りではなく、可能な限り細かな内訳を添付

い。提出後、 のでご承知願います。必要に応じて内容をお聞きする場合があります

宛名は「警察庁」でお願いします。

また、 ください。見積額は契約金額をご提示

○契約に関する照会先

長官官房会計課調達係

電話 ０３－３５８１－０１４１ 内線２２９８

メール tyotatu@npa.go.jp

○仕様に関する照会先

交通局交通企画課安全係

電話 ０３－３５８１－０１４１

○注意事項

入札を辞退される方は、別紙の「企画競争に関するアンケート」に必要事項

を記載の上、メールで送付してください。



別添

暴力団排除に関する誓約事項
当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記事項について提案書の提出

をもって誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利

益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、貴庁の求めに応じて当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの（生年月日を含

む。）ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の

一覧表）等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて

同意します。

記

１ 次のいずれにも該当しません。また、当該契約満了まで該当することはありません。

(1) 契約の相手方として不適当な者

ア 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人で

ある場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表

者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。

以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法

第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき

イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどし

ているとき

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

(2) 契約の相手方として不適当な行為をする者

ア 暴力的な要求行為を行う者

イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者

ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者

エ 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為を行う者

オ その他前各号に準ずる行為を行う者

２ 暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。

３ 下請負人等（下請負人（一次下請以降の全ての下請負人を含む。）及び再受託者（再委託

以降の全ての受託者を含む。）並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別

に締結する場合の当該契約の相手方をいう。）が暴力団関係業者であることが判明したとき

は、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。

４ 暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を

受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の

契約担当官等へ報告を行います。



契約書（製造請負)（案）

警察庁（以下「甲」という ）と （以下「乙」という ）とは、。 。

次のとおり製造請負契約を締結する。

１ 品 名 特定小型原動機付自転車の交通ルールを周知するための映像資料の

制作

２ 数 量 別添仕様書のとおり

３ 仕 様 別添仕様書のとおり

４ 契 約 金 額 ￥ .－

（製造代金） うち消費税額及び地方消費税額￥ .－

消費税額及び地方消費税額は、消費税法（昭和63年法律第108号）

第28条第１項及び第29条並びに地方税法（昭和25年法律第226号）第

72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。

５ 納入期限(納期) 令和６年２月20日

６ 納入場所(納地) 別添仕様書のとおり

７ 契 約 保 証 金 徴収免除

（目的）

第１条 乙は、甲に対し、以下の各条項に従い、表記品名・数量・仕様の物品（以下単に「物

品」という ）を完成させ納入する。。

２ 契約金額は、表記のとおりとする。ただし、物品の価格若しくは構成要素が法令等によ

り設定、改定若しくは廃止され、又は契約内容を変更した場合、甲乙協議の上、契約金額

を変更することができる。

（契約保証金）

第２条 乙は、本契約に関する一切の義務を誠実に履行することを保証するため、表記契約

保証金を現金又は国債をもって、契約締結の際、甲に納めなければならない。

（納入）

、 、 。第３条 乙は 表記納入期限までに 表記納入場所において物品を納入しなければならない

２ 納入は、納入場所への搬入、設置、付随的役務及び次条による検査の全てが実施され、

甲が検査に合格した物品を受領することにより、完了するものとする。

３ 納入が完了したとき、乙は、甲宛に納品書を提出し、甲は、乙宛に受領書を交付する。

ただし、納入場所が地方（本庁以外の機関をいう ）の場合、乙は甲に対し、納入場所担。

当係官が確認した受領書を添付した甲宛ての出荷報告書を提出しなければならない。

４ 納入に係る一切の費用は、乙の負担とする。

（納入検査）

第４条 乙は、物品を納入しようとする場合、希望検査日の10日前までに、希望検査日時、

場所、品名及び数量等必要事項を文書をもって甲に通知し、甲乙協議してこれらを取り決

めた上、双方立会の上、甲が定める方法にしたがって検査を受けなければならない。



２ 納入する物品は、全て甲の指示（見本、図面、仕様書等）のとおりであって、前項検査

に合格したものでなければならない。

３ 第１項の検査に必要な費用は、乙の負担とする。

（納入計画書の提出）

第５条 乙は、甲が指示した場合、速やかに納入計画書（工程表も含む ）を甲に提出しな。

ければならない。

２ 甲は、前項の納入計画書を不適当であると認める場合は、その変更を求めることができ

る。

（監督官等の派遣）

第６条 甲は、本契約の適正な履行を確保するため必要があると認めた場合は、監督官及び

検査官又はその他の職員（以下「監督官等」という ）を乙の営業所、工場その他の関係。

場所に派遣することができる。

２ 甲は、監督官等を派遣する場合は、その事務の範囲を乙に明示しなければならない。

３ 監督官等は、職務の遂行に当たり、乙が行う業務を不当に妨げてはならない。

４ 乙は、監督官等の職務の遂行につき相当の範囲内で協力しなければならない。

（官給品の支給及び貸与）

第７条 乙が、本契約の履行のため支給又は貸与を受ける材料、部品、機器等（以下「官給

品」という ）の品目、数量、支給若しくは貸与を受ける期日及び場所その他必要な事項。

は甲乙協議の上、決定するものとする。

（官給品の保管、引取り）

第８条 乙は、官給品の支給又は貸与を受けた場合は、遅滞なく受領書又は借用書を甲に提

出するものとする。

２ 乙は、官給品を本契約の目的以外に使用し、又は譲渡してはならない。

３ 乙は、官給品を善良な管理者の注意をもって、滅失、損壊等のないよう、確実に保管し

なければならない。滅失、損壊等が発生した場合は速やかに甲に書面で通知し、甲の指定

した期間内に同等品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

４ 乙は、官給品等について出納及び保管の帳簿を備え、その受払を記録し、その状況を明

らかにしなければならない。

５ 官給品等の引取り及び保管・管理に必要な費用は、契約金額に含まれるものとする。

（官給品の返還）

第９条 乙は、官給品につき必要がなくなった場合は速やかに甲に通知し、甲の指示に従い

返還書を添えて甲に返還しなければならない。

２ 返還に必要な費用は、契約金額に含まれるものとする。

（下請負）

第10条 乙は、物品の製造について、物品の構造、機能、性能に係る部分の全部若しくは大



部分を一括して、第三者（乙の子会社（会社法（平成17年法律第86号）第２条第１項第３

号に規定する子会社をいう ）を含む。以下同じ ）に請負わせてはならない。ただし、。 。

本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部（仕様書に示す

業務の主たる部分を除く ）を第三者に下請負（一次下請負以降の下請負を含む。以下同。

じ ）させる場合は、乙は、下請負承認申請書（別紙様式）を下請負開始の10日前までに。

甲に提出し、甲の承認を得なければならない。

２ 甲は、乙から下請負承認申請書の提出を受けた場合は、所要の審査を実施の上、その結

果を下請負承認書（別紙様式）で乙に通知するものとする。

３ 乙は、甲から承認を受けた内容を変更する場合は、遅滞なく第１項と同様に甲の承認を

受けなければならない。

４ 乙は、本契約の一部を第三者に下請負させるときは、下請負させた業務に係る下請負人

の行為について、全ての責任を負うものとする。

５ 乙は、本契約の一部を下請負させるときは、乙が本契約において遵守することとされて

いる事項について、本契約書を準用して下請負人と約定しなければならない。

（所有権の移転）

第11条 物品の所有権は、甲又は地方納入場所担当係官が乙に受領書を交付したときをもっ

て乙から甲に移転するものとする。

（危険負担）

第12条 物品の所有権の移転前に生じた物品の滅失、毀損その他の損害は、甲の責めに帰す

べき事由による場合を除き、乙の負担とする。

（不合格品の引取り）

第13条 乙は、甲の施設を利用して第４条第１項の検査を受け、その結果不合格となった場

合、甲が指定した期限内に当該不合格品を自らの費用負担で持ち去らなければならない。

２ 甲は、乙が前項の履行を怠った場合、前項で指定した期限経過後いつでも当該不合格品

を他の場所に移動し、又は第三者に保管を託すことができる。ただし、その費用は全て乙

の負担とする。

（遅延賠償金）

第14条 乙は、甲の指定する納入期限内に物品を完納することができないと認められるとき

は、速やかに甲に対し遅延の事由及び完納見込日を明らかにした書面を提出し、甲の指示

を受けるものとする。

２ 甲は、前項の規定による書面の提出があったときは、審査の上、納入期限後に完納する

見込みがあると認めるときは、遅延賠償金を徴収することとして納入期限の延長を認める

ことができる。ただし、遅延の事由が天災地変等やむを得ない場合には、乙はその事由を

付して遅延賠償金の免除を申し出ることができる。

３ 前項に規定する遅延賠償金は、納入期限の翌日から完納日までの日数に応じ、契約履行

未済相当額に、契約締結日の国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和31年政令第337

号。以下「債権管理法施行令」という ）第29条第１項の規定に基づき財務大臣が定める。



率（年の日数は閏日を含む期間についても、365日で換算する。以下同じ ）を乗じて計。

算した額とする。

（契約の解除及び違約金）

第15条 甲は、自己の都合により、物品が納入されるまでの間、本契約の全部又は一部を解

除することができる。

２ 甲は、乙がその債務を履行しない場合において、期間を定めてその履行を催告し、その

期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。

３ 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合、前項の催告をすることなく、本契約の全部又

は一部を解除することができる。

(1) 乙に以下の事由が生じた場合

イ 仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、手形交換所の取引停止

処分若しくは租税公課の滞納処分があり、又はこれらの申立て若しくは処分を受け

るべき事由を生じた場合

ロ 手形若しくは小切手の不渡りを生じ、支払停止の状態に陥り、又は破産、民事再

生手続、会社更生手続等の申立てを受け、若しくは自ら申し立てた場合

ハ 営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の行政上の処分を受けた場合

(2) 甲が行う物品の検査又は納入に際し、乙若しくはその代理人、使用人等が職務執行

を妨げ、又は詐欺その他の不正行為があると認めた場合

(3) 乙が第16条第１項に該当する場合

(4) 乙が第29条に規定する暴力団排除条項第１条、第２条又は第４条第２項に該当する

場合

(5) 前各号のほか、乙が民法（明治29年法律第89号）第542条第１項又は第２項の各号に

該当する場合

４ 乙は、第２項又は第３項に該当する場合、甲に対し、違約金として契約履行未済相当額

の100分の10に相当する金額を支払う。ただし、乙が契約保証金を納付している場合は、

当該保証金を違約金に充当する。

５ 甲は、第３項第５号の場合において、乙の責めに帰することのできない事由によるもの

と認めたときは、前項の違約金の支払を免除することができる。

（私的独占又は不当な取引制限等に伴う解除）

第16条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部

を解除することができる。

、 （ 、(1) 公正取引委員会が 乙又は乙の代理人 乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては

その役員又は使用人。以下同じ ）に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関。

する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という ）第７条又は同法第８。

条の２（同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る ）の規定による。

排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項（同法第８条の３において読み替

えて準用する場合を含む ）の規定による課徴金の納付命令を行ったとき又は同法第。

７条の４第７項若しくは同法第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない

旨の通知を行ったとき。



(2) 乙又は乙の代理人が刑法（明治40年法律第45号）第96条の６若しくは同法第198条又

は独占禁止法第89条第１項若しくは同法第95条第１項第１号に規定する罪の嫌疑によ

り公訴を提起されたとき（乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含

む 。。）

２ 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第７条の４第７項又は同法第７

条の７第３項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に

提出しなければならない。

（私的独占又は不当な取引制限等に伴う違約金）

第17条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当する場合、甲が本契約の全部又は一部を

解除するか否かにかかわらず、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を甲が指

定する期日までに支払わなければならない。

(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条又は同法第８条の

２（同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る ）の規定による排除。

措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。

(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１項（同法

第８条の３において読み替えて準用する場合を含む ）の規定による課徴金の納付命。

令を行い、当該納付命令が確定したとき。

(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の４第７項又は同

法第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の６若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第１

項若しくは同法第95条第１項第１号に規定する罪の嫌疑により公訴を提起され、有罪

判決が確定したとき。

２ 乙は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前

項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の10に相当する額を違約

金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１項（同法

第８条の３において読み替えて準用する場合を含む ）及び同法第７条の３第１項の。

規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。

(2) 当該有罪判決が言い渡された裁判において、乙が違反行為の首謀者であると認定さ

れたとき。

３ 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。

４ 乙が第１項及び第２項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、

乙は、期日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、違約金に対して契約締結日の

債権管理法施行令第29条第１項の規定に基づき財務大臣が定める率を乗じて計算した金額

を遅延利息として、甲に支払わなければならない。

（損害賠償）

第18条 甲は、乙の契約不履行によって損害を受けた場合は、乙に対し、第15条第４項、第

。 、17条第１項及び第２項の違約金とは別にその損害の賠償を請求することができる ただし

乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。



２ 乙は、第15条第１項による解除のため損害を生じた場合は、甲の解除の意思表示を受領

した日から30日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。ただし、甲が、乙

の同意を得て解除した場合はこの限りではない。

３ 甲は、前項の請求を受けた場合、その損害を賠償することができる。

（契約金額の支払）

第19条 甲は、第11条の所有権の移転が行われた後、乙の適法な支払請求書を受理した日か

ら30日以内（以下「約定期間」という ）にその対価を乙に支払うものとする。。

２ 甲は、納入期限が分割されている場合、特約をすることにより部分払いをすることがで

きる。

３ 甲は、第15条による契約解除の場合、既に受領済の物品があり、これが未納入の物品と

分離して契約の目的の一部を達するものであるときは、受領済物品のその部分につき本契

約書に掲げた単価によって、その対価を乙に支払うものとする。

（支払遅延利息）

第20条 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、約定期間内に契約金額を支払わない場合

は、約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対して

契約締結日の政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）第８条の

規定に基づき財務大臣が定める率（年の日数は閏日を含む期間についても、365日で換算

。） 、 。 、する を乗じて計算した金額を遅延利息として 乙に支払わなければならない ただし

約定期間に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継

続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。

２ 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払う

ことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとす

る。

（契約保証金の還付）

第21条 甲は、第15条第１項の規定による契約解除の場合、本契約を甲乙合意の上、解除し

た場合又は契約履行済の場合、乙の領収書と引換えに契約保証金を乙に還付しなければな

らない。

（契約上の地位移転・債権譲渡等の禁止）

第22条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承認を得た場

合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法（昭和28

年法律第196号）第２章第２節の規定に基づき設立された信用保証協会、中小企業信用保

険法施行令（昭和25年政令第350号）第１条の３に規定する金融機関（以下「金融機関」

という ）又は資産の流動化に関する法律（平成10年法律第105号）第２条第３項に規定。

する特定目的会社（以下「特定目的会社」という ）に対して債権を譲渡する場合にあっ。

ては、この限りでない。

２ 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに

基づいて、信用保証協会、金融機関又は特定目的会社（以下「丙」という ）に債権の譲。



渡を行い、乙及び丙が甲に対し、民法第467条若しくは動産及び債権の譲渡の対抗要件に

関する民法の特例等に関する法律（平成10年法律第104号）第４条第２項に規定する通知

又は承諾の依頼を行う場合にあっては、乙は丙に対し次の各号の定めを同意させ、又は遵

守させる義務を負う。

(1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は譲

渡債権金額を軽減できる権利を保留すること。

(2) 丙は、譲渡対象債権を第１項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し、又はこれに

質権を設定しその他債権の帰属及び行使を害すべきことはできないこと。

(3) 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、契約金額の変更その他契約内容の変

更を行うことがあり、この場合は、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変

更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、専ら乙と丙の間において解決

されなければならないこと。

３ 第１項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行

う弁済の効力は、予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第42条の２の規定に基づ

き、甲がセンター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。

（知的財産権の紛争解決）

第23条 乙は、物品に係る権利関係が、第三者の特許権、実用新案権その他の知的財産権に

抵触しないことを保証し、万一その所有者との間で紛争が生じた場合には、直ちに甲に対

して書面により通知するものとし、かつ、乙が自己の責任及び費用負担において当該紛争

を解決するものとする。

（保証事項）

第24条 乙は、本契約に基づいて納入した物品に対し、その納入の日から起算して12箇月以

内に故障を生じた場合は、無償で物品の取替え又は修理をするものとする。ただし、甲に

故意又は重大な過失があった場合は、この限りではない。

（契約不適合責任）

第25条 甲は、納入物の種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しないものである

ときは、乙にその旨を通知し、期間を定めて納入物の修補、代替物の引渡し又は不足分の

引渡しによる履行の追完を請求することができる。

２ 甲は、前項の期間内に乙の追完がないときは、その不適合の程度に応じて、乙に代金の

減額を請求することができる。

３ 甲は、前項にかかわらず、乙が民法第563条第２項の各号に該当する場合には、直ちに

代金の減額を請求することができる。

４ 甲は、第２項及び第３項のほか、その不適合により発生した損害に対し、乙に賠償を請

求することができる。

５ 乙が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない納入物を引き渡した場合において、

甲がその不適合を知った時から１年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不

適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求及び損害賠償の請求をすること

はできない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知ら



なかったときは、この限りではない。

６ 乙が、第１項に基づく追完を行った場合、乙は、当該追完部分についても新たに本条

に定める契約不適合責任を負う。

（秘密の保持）

第26条 甲及び乙は、互いに本契約の履行に際し知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、

又は利用してはならない。第10条第１項に規定する下請負の相手方についても、同様とす

る。

（管轄裁判所）

第27条 本契約に関する訴訟の第一審管轄裁判所は、東京地方裁判所のみとする。

（紛争又は疑義の解決方法）

、 、 、第28条 本契約に関し 甲乙間に紛争又は疑義が生じた場合は 必要に応じて甲乙協議の上

解決するものとする。

（暴力団排除）

第29条 暴力団排除に関する条項については 「暴力団排除条項」によるものとする。、

（人権尊重の取組）

第30条 乙は 「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」、

（令和４年９月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進

・連絡会議決定）を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。

（特記事項）

第31条 本契約に特記事項がある場合は、別紙においてこれを定める。

、 、２ 本契約書本文と本契約書に編てつされた仕様書 特記事項が抵触する場合の優先順位は

特記事項、仕様書、契約書本文の順序とする。



上記契約の締結を証するため、この証書２通を作成し、双方記名押印の上、各自１通を保

有する。

令和 年 月 日

甲 支出負担行為担当官

警察庁長官官房会計課理事官

永山 貴大

乙



暴力団排除条項

（属性要件に基づく契約の解除）

第１条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せ

ず、本契約を解除することができる。

(1) 法人等（個人、法人又は団体をいう ）の役員等（個人である場合はその者、法人で。

ある場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう ）の代表。

者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。

以下同じ ）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年。

法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ ）又は暴力団員（同法。

第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ ）であるとき。

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどし

ているとき

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

（行為要件に基づく契約の解除）

第２条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場

合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4) 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準ずる行為

（表明確約）

第３条 乙は、前２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来においても該

当しないことを確約する。

２ 乙は、前２条各号のいずれかに該当する者（以下「解除対象者」という ）を下請負人。

等（下請負人（下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む ）及び再受託者（再。

委託以降の全ての受託者を含む ）並びに乙、下請負人又は再受託者が当該契約に関して。

個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ ）としないことを確約する。。

（下請負契約等に関する契約の解除）

第４条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該

下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければ

ならない。

２ 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人

等の契約を承認したとき又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等と



の契約を解除しないとき若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じな

いときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

（損害賠償等）

第５条 甲は、第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合は、これ

により乙に生じた損失について、何ら補償することは要しない。

、 、 、２ 乙は 甲が第１条 第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合において

甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

（不当介入に関する通報・報告）

第６条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力

から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という ）を受けた場合は、こ。

れを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実

を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。



別紙様式
下請負承認申請書

令和 年 月 日
支出負担行為担当官
警察庁長官官房会計課理事官 殿

住 所
会 社 名
代表者名
担当者名
連 絡 先

令和 年 月 日付けで契約いたしました下記契約について、下請負を承認く
ださるよう申請いたします。
なお、契約の履行に際し、当社の下請負先が本契約事項に対し、損害を与えた場合、

当社が一切の責任を負います。

記

契 約 件 名
下請負の相手方の
住 所 及 び 氏 名

下請負を行う業務
の 範 囲

下 請 負 を 必 要
と す る 理 由

下 請 負 期 間

下 請 負 率
（全請負に対する下請負の割合）

※ 次に掲げる書類を、上記「下請負期間」開始 日前までにこの申請書に添付の上、10
提出すること。

・下請負の相手方の会社概要
・その他警察庁が指示する書類

審 査 結 果 承認 非承認

承 認 又 は 非 承 認
と し た 理 由

下請負承認書
令和 年 月 日

上記審査結果のとおり、下請負を承認する（承認しない 。）

支出負担行為担当官
警察庁長官官房会計課理事官



暴力団排除に関する誓約事項

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下請負（再委託）をする

にあたり、下記事項について誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当社が不利益を被ること

となっても、異議は一切申し立てません。

また、貴庁の求めに応じて当社の役員名簿（有価証券報告書（金融商品取引法（昭和2

3年法律第25号）第24条第１項に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ ）に記載の。

もの（生年月日を含む 。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、。）

氏名、性別及び生年月日の一覧表）等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情

報を警察に提供することについて同意します。

記

。 、 。１ 次のいずれにも該当しません また 当該契約満了まで該当することはありません

(1) 下請負（再委託）の相手方として不適当な者

ア 法人等（個人、法人又は団体をいう ）の役員等（個人である場合はその者、。

法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をい

う ）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与。

している者をいう。以下同じ ）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止。

等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。

以下同じ ）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下。

同じ ）であるとき。

イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に

損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与す

るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与して

いるとき

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する

などしているとき

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると

き

(2) 下請負（再委託）の相手方として不適当な行為をする者

ア 暴力的な要求行為を行う者

イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者

ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者

エ 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為を行う者

オ その他前各号に準ずる行為を行う者

２ 暴力団員等による不当介入を受けた場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を

行うとともに、親事業者へ報告を行います。

※この誓約事項は、再委託等の相手方に提示し、誓約させる場合に使用するものです。



アンケート 
警察庁長官官房会計課調達係 行 
（Mail: tyotatu@npa.go.jp） 

＊今後の業務の改善に生かす目的でお願いするものです。 

提出の内容等により不利な扱いを受けることはありません。 

 
●調 達 件 名  特定小型原動機付自転車の交通ルールを周知するための映像資料の制作    

 
●御 社 名            ご担当者名       御連絡先           
 
入札を辞退された方 
●応募辞退の理由（回答するものに「レ」を付して下さい。複数回答可） 
□応募までの準備期間が短い（入札公告から概ね   日間必要）。 
□納期、履行期限が短い（概ね   日間必要）。 
□仕様書の一部について対応できない。又は、御社にとって不利な条件である。 

具体的にどこが問題でしたか。 
 
 
 
 
 
 
□業務内容と異なる内容であった。 
□情報収集目的（当初から入札に参加する意思はなかった） 
□落札できそうにない（競合他社や価格面から）。 
□その他（今回の入札に関する改善要望等） 
 
 
 
 
 
 
入札に参加された方 
●今回の公募型プロポーザル方式に関する改善要望等 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定小型原動機付自転車の交通ルールを周知 
するための映像資料の制作仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警察庁交通局 
交通企画課 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ 件名 

特定小型原動機付自転車の交通ルールを周知するための映像資料の制作 

 

２ 目的 

  令和４年４月に公布された道路交通法の一部を改正する法律（令和４年法律第 32

号。以下「改正法」という。）により、性能上の最高速度が自転車と同程度であるな

ど、一定の要件を満たす電動キックボード等を特定小型原動機付自転車と定義した上

で、新たな交通ルールが規定された。 

近年、電動キックボード利用者による交通事故・違反が増加傾向にあるなか、本年

７月１日の改正法の施行により、特定小型原動機付自転車の普及が見込まれ、16 歳以

上は運転免許不要で運転できるため、交通ルールを十分に理解しないまま利用するこ

とに伴う交通事故・違反の増加が懸念されることから、交通ルールの周知が求められ

る。 

また、改正法の施行により、特定小型原動機付自転車運転者講習の運用が開始され、

対象者には同講習を受講させ、交通ルール遵守を徹底させる必要がある。 

よって、特定小型原動機付自転車の利用者に対して交通ルールを周知し、交通ルー

ル遵守の徹底を図るため、交通ルールを無視する走行が交通事故に直結する危険な行

為であることなどを強く認識させるような教育用映像資料を制作し、広く交通安全教

育の場で活用するとともに、特定小型原動機付自転車運転者講習の場においても視聴

覚教材として活用することを目的とする。 

なお、本映像資料は、都道府県警察にＤＶＤ及び動画ファイル形式で配布するほか、

無料動画サイト、警察庁ウェブサイト、電子広報媒体（デジタルサイネージ等）での

公開等を前提とする。 

 

３ 対象 

  特定小型原動機付自転車の利用者 

 

４  内容 

（1） 基本構成 

ア 下記(2)～(5)を参考として、本映像資料の制作目的にかなう内容を盛り込むこ

ととし、全体で概ね 20～30 分程度とすること。 

イ 映像資料は、「特定小型原動機付自転車の基本的な交通ルール」、「交通ルー

ルを守らないことによる危険性」の２編を制作すること。 

ウ １編は概ね 10～15 分とすること。 

エ 映像資料は、チャプター分けを行うこととし、全チャプターの連続再生及び各

チャプターの単独再生が可能な構成とすること。 

オ 「付録」は、各編を短縮した 30 秒以内のスポットＣＭ映像２本及び 15 秒以内

のスポットＣＭ映像２本を制作すること。 

カ ＤＶＤジャケットの表面は、単体で啓発ポスター・チラシ等に活用（転用）で

きるデザインを作成し、画像データ（JPEG 形式）を収録すること。 

（2） 映像資料共通事項 

ア 交通事故の危険性を訴える臨場感のある映像にするとともに、特定小型原動機 

付自転車の利用者の立場で交通ルール遵守の重要性を理解させることにより、交

通安全意識の高揚及び自己啓発を促す映像とすること。 



 

イ  専門用語を用いた説明や表現は避け、万人が理解しやすいよう具体的な数値及

び客観的な映像等を活用すること。 

（3） 特定小型原動機付自転車の基本的な交通ルール 

特定小型原動機付自転車の基本的な交通ルール（通行場所、通行方法、乗車用ヘ

ルメットの着用、主な交通ルール）及び公道を走行するために必要な措置（車両が

保安基準に適合していること、ナンバープレートの装着、自動車損害賠償責任保険

（共済）への加入）等、視聴者が特定小型原動機付自転車の交通ルールについて理

解しやすい映像とすること。 

（4） 交通ルールを守らないことによる危険性 

   ドライブレコーダーに記録された特定小型原動機付自転車の交通事故映像やスタ

ントマンによる特定小型原動機付自転車の交通事故の再現映像等を使用し、交通事

故の恐怖を疑似体験させることにより、交通ルールを守らないことの危険性や交通

ルール遵守の重要性について訴える映像とすること。 

（5）「付録」 

   上記(3)及び(4)の内容をメッセージ化した 30 秒以内のスポットＣＭ映像及び 15

秒以内のスポットＣＭ映像を制作すること。無料動画サイトやウェブサイトに掲示

できるものとし、店舗、事業所、警察署等の待合室のモニター（電光掲示等）で流

す求心力、メッセージ性を有する映像（無音再生も考慮し、テロップ入り）を制作

すること。 

 

５ 制作・編集にあたっての留意事項 

（1） 制作に関する基本事項 

  ア 制作の進捗状況等は定期的に警察庁担当者に報告し、必要に応じて打合せを行

うなど、確認・指示を受けながら作業を進めること。 

  イ 脚本は、警察庁の承認を得て決定すること。 

  ウ 脚本に基づき、絵コンテを作成し、警察庁の承認を得て決定すること。 

  エ 脚本その他制作に要する資料については、日本語で作成すること。 

オ 撮影は、脚本及び絵コンテにより実施すること。 

カ 登場人物の選定は、交通安全教育用映画の出演者としてふさわしい者を人選

し、警察庁担当者と協議の上、決定すること。 

キ 出演者に対し、本映像の複写及び二次使用等について書面にて事前に承諾を得 

ること。     

ク 映像内で使用する各種資料（写真、映像等）については、著作権を保有する団

体等に対し、書面による了承を得た上、使用すること。 

ケ 警察庁で保有する写真、映像資料等については、警察庁担当者と協議の上で使

用すること。 

コ ドライブレコーダー等の映像は、請負人が調達又は制作すること。 

サ 撮影現場やスタジオ等における録音現場には、必要に応じて警察庁担当者を立

会わせ、確認・指示を受けること。 

シ  撮影現場の選定については、標識、横断歩道、中央線等が明確に表示されてい

る交差点や道路であり、かつ、交通安全教育用映像にふさわしい場所を選定し、

警察庁担当者と協議の上、決定すること。 

ス 道路使用許可等各種必要な届出については、すべて請負人の責任で行うこと。 



セ 撮影に当たっては、道路交通法等各種法令を遵守し、映像を合成して使用する

場合においても、道路交通法違反等各種法令違反との誤解を生じさせないように

制作すること。 

ソ タイトル、文字、イラスト・図表、字幕、ナレーション、音響効果等は、警察

庁担当者の確認・指示を受けた後に制作に使用すること。 

  タ 編集に際し、構成上の必要等から脚本を変更しようとする場合は、事前に警察

庁担当者の承認を得て行い、編集終了後、速やかに完成した脚本を警察庁へ提出

すること。 

  チ 必要な費用については全て請負人の負担によること。 

ツ 請負人は、前記に付随する作業を自らの責任と負担において行うこと。 

（2） その他細部事項 

  ア 路上、現場での撮影、編集作業に当たっては、ハイビジョン撮影用の機材を使

用すること。 

  イ 撮影に使用するテープは、「ＨＤＣＡＭ」又は「ＤＶＣ ＰＲＯ ＨＤ」と同等

以上のものを使用すること。 

  ウ ＤＶＤは、メニュー画面を挿入し、各編、各テーマとも各チャプターで頭出し

再生できるようにすること。 

  エ ＤＶＤには、コピーガードを入れないこと。 

オ ＤＶＤに使用するナレーション・会話・音楽・効果音等は明瞭に収録すること。 

カ ＤＶＤについては、表示・非表示の切り替えができる「字幕スーパー」を入れ

ることとし、字幕についてはルビ入りとすること。 

 

６ 制作メディア及び数量 

（1） 前記４を収録したＤＶＤ 1,228 組 

ア 収録データは、ＤＶＤプレーヤーで再生可能な形式とするとともに、動画サイ

ト等への掲出に適したデータ容量に軽量化等した各映像の動画データ（ＭＰ４形

式）により収録することとし、可能な限り、ＤＶＤ１枚に収録するものとするが、

ＤＶＤ１枚に収録できない場合は、再生用のＤＶＤ及びデータ収録用のＤＶＤに

それぞれ分け、１組とすること。 

イ ＤＶＤは表面にタイトル等を印字し、下記７により包装すること。 

（2） 前記４を収録したＤＶＤ（マスターデータ）１組 

ア 下記８の納期に関わらず、データの完成後速やかに作成して警察庁に提出する

ものとし、警察庁及び都道府県警察等はこれを電子広報媒体（デジタルサイネー

ジ等）による表示など、６(1)の成果物納品前に活用することができるものとする。 

イ ＤＶＤは表面にタイトル等を印字し,下記７(3)により包装すること。 

 

７ 包装等 

（1） ＤＶＤは１組ずつケース（一般的に市販されている縦長サイズのケース）に収め、

ジャケットには、 

    ○ 表面 

     ・ タイトル 

・ 内容の特徴を表すカラーイラスト等又はカラー写真等 

（デザインは上記４(1)カによること。） 

     ・ クレジット～「警察庁」 



    ○ 背表紙 

     ・ タイトル 

    ○ 裏面 

     ・ 収録コンテンツ 

     ・ メディア情報等 

を入れること。 

（2） ＤＶＤのケースは、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリ

ーン購入法）」に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の判断基準

を満たすものを使用すること。 

（3） 前記６(2)のＤＶＤは、簡易なケースに収めること。 

 

８ 検査及び納期 

  制作終了後、仕様書及び制作途中の打合せどおりに制作されたものであることにつ

いて、警察庁担当者から検査を受けた後、 

     令和６年２月 20 日（火） 

 までに、下記９の場所に指定した物品・数量を納入すること。 

 

９ 納品場所等 

（1） 納品場所 

ア 警察庁交通局交通企画課 

   （東京都千代田区霞が関２－１－２ 中央合同庁舎２号館 18 階） 

   ・ ＤＶＤ           20 組 

   ・ ＤＶＤ（マスターデータ） １組 

イ 各都道府県警察本部 

    上記８の期日までに、各納品先に指定した納品数（納品先及び納品数は別添１

の配布計画のとおり）を納品（必着）の上、受領書（原本）を警察庁担当者へ提

出すること。 

    ※各納品先への搬入の日時、方法等については、受託者において、納品先の担

当者と調整すること。各納品先の担当者連絡先等については、受託者に対し

て別途指示する。 

（2） 受領書 

   各納品先への納品に当たっては、受領書を作成し、納品先担当者の署名を得るこ

と。 

   受領書の様式については、別添２のとおりとすること。 

   ただし、あらかじめ警察庁担当者が承認した場合は、これと異なる様式によるこ

とができるものとする。 

  

10 制作物の権利関係 

（1） 制作物に係る著作権（著作隣接権等の権利を含む。）は、全て警察庁に帰属する 

ものとし、著作権が第三者に帰属する写真・イラスト・音楽等は使用しないこと。

また、テレビでの放映やインターネット上の配信のほか、複製等して利用できる 

ものとすること。 

（2） 制作物に係る著作者人格権は行使しないこと。 

（3） 出演者等に係る肖像権については、使用枚数、使用期限を定めないこと。 



（4） ＤＶＤジャケット表面に表示する「警察庁」のクレジットは、関係機関・団体等 

の名称に変更し、使用する場合がある。 

（5） 制作物は、第三者の特許権、実用新案権その他の工業所有権等に抵触しないもの 

とすること。 

（6） 万が一、著作権及び工業所有権等の帰属する者との間で紛争が生じた場合は、請  

負人の責任と費用負担においてこれを解決すること。契約期間後においても同様と 

する。 

 

11 その他 

（1） 納入場所である中央合同庁舎２号館は、２t ロングボディを超過する大きさの車 

両が接車できないため、あらかじめ警察庁担当者と日程等の調整を図り、搬入の許 

可を得ること。 

（2） 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27 年法律第 64 号）に基 

づく認定等、企画提案書等に記載した事項について、認定の取消し等によって記載

した内容と異なる状況となった場合には、速やかに警察庁担当者へ届け出るものと

する。 

（3） 不明な点については、警察庁担当者に問い合わせ、その指示に従うものとする。 

（4） 請負人は、本業務を実施するに当たり、個人及び法人の情報に関する権利等の侵  

  害や漏洩等のないよう十分注意するものとする。 

   なお、本業務の実施に関し第三者に与えた損害等は、その原因が専ら警察庁の責 

  に帰す場合を除き、すべて請負人の負担とし、紛争等が生じた場合は請負人自らの 

  責任と負担において一切の処理を行うものとする。 

 



別添１

番号 送 付 先 納品数（組）

1 北海道警察本部　　交通企画課 65
2 青森県警察本部　　交通企画課 18
3 岩手県警察本部　　交通企画課 17
4 宮城県警察本部　　交通企画課 26
5 秋田県警察本部　　交通企画課 15
6 山形県警察本部　　交通企画課 15
7 福島県警察本部　　交通企画課 23
8 警視庁　　　　　　交通総務課 103
9 茨城県警察本部　　交通総務課 28
10 栃木県警察本部　　交通企画課 20
11 群馬県警察本部　　交通企画課 17
12 埼玉県警察本部　　交通総務課 40
13 千葉県警察本部　　交通総務課 40
14   神奈川県警察本部 　 交通総務課 55
15 新潟県警察本部　　交通企画課 30
16 山梨県警察本部　　交通企画課 25
17 長野県警察本部　　交通企画課 23
18 静岡県警察本部　　交通企画課 29
19 富山県警察本部　　交通企画課 15
20 石川県警察本部　　交通企画課 13
21 福井県警察本部　　交通企画課 12
22 岐阜県警察本部　　交通企画課 23
23 愛知県警察本部　　交通総務課 46
24 三重県警察本部　　交通企画課 19
25 滋賀県警察本部　　交通企画課 13
26 京都府警察本部　　交通企画課 26
27 大阪府警察本部　　交通総務課 67
28 兵庫県警察本部　　交通企画課 47
29 奈良県警察本部　　交通企画課 13
30   和歌山県警察本部　  交通企画課 13
31 鳥取県警察本部　　交通企画課 10
32 島根県警察本部　　交通企画課 13
33 岡山県警察本部　　交通企画課 23
34 広島県警察本部　　交通企画課 27
35 山口県警察本部　　交通企画課 17
36 徳島県警察本部　　交通企画課 11
37 香川県警察本部　　交通企画課 13
38 愛媛県警察本部　　交通企画課 17
39 高知県警察本部　　交通企画課 13
40 福岡県警察本部　　交通企画課 37
41 佐賀県警察本部　　交通企画課 11
42 長崎県警察本部　　交通企画課 23
43 熊本県警察本部　　交通企画課 24
44 大分県警察本部　　交通企画課 16
45 宮崎県警察本部　　交通企画課 14
46   鹿児島県警察本部　　交通企画課 28
47 沖縄県警察本部　　交通企画課 15

合計 1,208

ＤＶＤ納品先及び納品数一覧

※本部送付分1,208組のほか、警察庁納品分の20組（＋マスターデー
タ１組）が必要となる。



  別添２ 

受 領 書 

令和   年   月   日 

 

●●株式会社  御中 

 

○○県警察         

（所在地）              

 

 

（担当部署名）            

交通●●課             

 

件名：●●● 

 

 

下記物品を確かに受領いたしました。 

品目 数量 単位 備考 

ＤＶＤ（特定小型原動機付自転車の交通ル

ールを周知するための映像資料） 

  

組 

 

 
  

  

 

 

 

 

受領担当者氏名：                 



                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

特定小型原動機付自転車の交通ルールを 
周知するための映像資料の制作 

 
 

応募要領 
 
 
 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

                                 
                                        

警察庁交通局 
交通企画課  



応 募 要 領 

 

１ 件名 

特定小型原動機付自転車の交通ルールを周知するための映像資料の制作業務委託 

 

２  提出書類 

以下に列挙する書類について、正本１部・副本６部をそれぞれ提出すること。 

※ 提出は紙媒体とし、正本・副本ともにＡ４サイズとすること 

※ 副本の提出は企画案のみとする。副本には、社名等、応募者が特定できる情報は  

入れないこと。 

※ 下記(7)については、認定等に該当する企業のみ提出すること。 

⑴ 企画案 

   映像資料のコンセプトを網羅した企画案（仕様書参照） 

 ⑵  見積書 

   仕様書の４から９により制作する場合の必要経費を積算した見積書 

 ⑶ 日程表 

   納品までの具体的な作業に関する作業スケジュール 

⑷ 令和４・５・６年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の製造」又は「役                  

務の提供等」のＡ、Ｂ、Ｃ又はＤの等級に格付けされている者であることを証明する                  

書類の写し 

⑸ 同種又は類似業務に係る会社としての過去５年分の実績及び会社の経歴・財務状況      

書 

⑹ 制作に係る実施体制表及び担当予定職員の資格・経験・手持ち業務の状況・業務実 

績等が記載された経歴書等 

⑺ ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として、女性の職業生活における活躍の 

 推進に関する法律（以下「女性活躍推進法」という。）、次世代育成支援対策推進 

法、青少年の雇用の促進等に関する法律その他関係法令に基づく認定を受けた企業又   

は女性活躍推進法第８条に基づく一般事業主行動計画を策定した企業であることを証  

明する書類の写し 

 

３ 提出期限 

  令和５年８月 14 日（月）午後５時まで 

   ※ 郵送の場合は、提出期限までに必着のこと。 

 

４  提出先 

  〒100-8974 

  東京都千代田区霞が関２丁目１番２号 

  警察庁交通局交通企画課安全係 

 

５ 選考要領 

各社から提出された企画案を検討した上、当庁の作成意図に沿ったものを一編選出し、 

当該企画案を作成した会社と契約を締結する。 

 

６ その他 

⑴  企画案の提出は、１社１案までとする。 

⑵  企画案に係る一切の経費は、応募者の負担とし、企画案は返却しないものとする。 

⑶  企画案の採用に関する合否（審査結果）については、個別に連絡するものとする。 

⑷ 応募者は、企画案の提出をもって、「暴力団排除に関する契約事項」（別添）に誓       



約したものとする。また、虚偽の誓約若しくは誓約に反することとなった時は、当該者

の応募は無効とする。 

⑸ 企画案に係る質問先（選考基準、選考経過、審査内容等に関する回答はしない） 

警察庁交通局交通企画課安全係  ℡ 03-3581-0141 

                       



別添 

暴力団排除に関する誓約事項 

 当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記事項について提案書の提出をもって

誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとな

っても、異議は一切申し立てません。 

 また、貴庁の求めに応じて当方の役員名簿（ 有価証券報告書に記載のもの（ 生年月日を含む。）た

だし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表）等を提出

すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。 

記 

１ 次のいずれにも該当しません。また、当該契約満了まで該当することはありません。 

⑴ 契約の相手方として不適当な者 

  ア 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合

は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場

合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴

力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定す

る暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以

下同じ。）であるとき 

  イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

 ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的

あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

  エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている

とき 

  オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

⑵ 契約の相手方として不適当な行為をする者 

  ア 暴力的な要求行為を行う者 

  イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

  ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

  エ 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為を行う者 

  オ その他前各号に準ずる行為を行う者 

２ 暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。 

３ 下請負人等（下請負人（一次下請以降の全ての下請負人を含む。）及び再受託者（再委託以降の全

ての受託者を含む。）並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締結する場合の

当該契約の相手方をいう。）が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するた

め必要な措置を講じます。 

４ 暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたこ

とを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ

報告を行います。 



特定小型原動機付自転車の交通ルールを周知する 

ための映像資料の制作に係る契約方法及び評価項目 

 

１ 契約方法 

⑴ 契約方式 

   本調達は、企画競争方式（公募型プロポーザル方式）を採用するものとし、評価

の方法については、以下のとおりとする。 

  ア 応募者が提出した企画提案書を比較し、次の各要件に該当する者のうち、「⑵ 

企画提案書の評価方法」によって得られた数値の最も高い者と随意契約を行う。 

   (ｱ) 本制作の目的、内容等について十分理解していること。 

   (ｲ) 応募者の提出した見積り価格が、当庁の示した予定価格の制限の範囲内であ

ること。 

  イ 上記アの数値の最も高い者が２人以上あるときは、「特定小型原動機付自転車

の交通ルールを周知するための映像資料の制作に係る審査委員会設置要綱」に従

う。 

⑵ 企画提案書の評価方法 

    ア 企画提案書の評価方法については、次のとおりとする。 

   (ｱ) 評価点は、基礎点と加点の二種類に分け、企画提案書の内容について、審査

委員５名が、別紙「審査基準表」の評価基準に沿って採点した点数の合計によ

り決定する。 

   (ｲ) 評価項目の区分が必須である項目については、評価基準のうち最低限の要求

水準を基礎点に係る要件として設定している。評価の際には、基礎点に係る要

件を充足している場合には配分された点数が与えられ、充足していない場合は

０点となる。応募者は、企画提案書において基礎点に係る要件を全て充足して

いることを示さなければならない。一つでも基礎点に係る要件を充足していな

いとみなされた場合には、その応募者は不合格となる。 

   (ｳ) 評価基準のうち基礎点に係る要件以外は、加点に係る要件であり、その企画

提案内容に応じて加点する（具体的な加点に係る要件の評価については、「２

⑵加点方法」を参照のこと。）。 

 

２ 評価項目 

⑴ 対象項目 

   本調達における評価項目ごとの内訳は以下のとおりとする（詳細については、別

紙「審査基準表」を参照のこと。）。 

 

審査点 ＝ 事業内容（250 点満点)＋ 事業実施主体の適格性（235 点満点) 

          ＋ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標（15 点満点） 

 

 



⑵ 加点方法（ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を除く。） 

   加点に関しては、別紙「審査基準表」における各加点項目について、審査委員１

名あたり、それぞれ以下の採点基準により加点を行い、審査委員５名の合計をもっ

て総加点とする。 

 

評価ランク 

 

 

採 点 基 準 

 

項目別得点 

75 点 

満点 
50 点 

満点 

     Ｓ  通常の想定を超える卓越した提案内容である。 75 50 

     Ａ  通常想定される提案としては最適な内容である。 50 35 

     Ｂ  概ね妥当な内容であると認められる。 25 20 

     Ｃ  内容が不十分である、あるいは記載がない。   ０   ０ 

 

⑶ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標の加点方法 

ア 厚生労働大臣から受けた次の認定のうち、最も配点が高い区分により加点する。 

・女性活躍推進法に基づく認定（えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業） 

     ・次世代法に基づく認定（くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業） 

     ・若者雇用推進法に基づく認定（ユースエール認定企業） 

イ 企画案に添付された厚生労働省から認定を受けていることを確認できる資料

を確認し別紙「審査基準表」の評価基準に該当する配分点を 15 点を上限として

加点する。 



別紙 

審  査  基  準  表 
件名：特定小型原動機付自転車の交通ルールを周知するための映像資料の制作 

評 価 項 目 評 価 基 準 
配 点 

基礎点 加点 合 計 

１ 事業内容  50 200 250 

事業の目的との整合性、

妥当性・独創性・訴求力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必須 

 

 

・映像制作の目的との整合性が図られてい

るか。また、仕様書に示した内容が適切に

盛り込まれているか。 

50 

 

 

- 

 

 

250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・交通安全意識を醸成させる上で妥当な内

容であり、また、相応の効果が見込まれる

か。（妥当性） 

- 

 

 

50 

 

 

 

 

 

・視覚的効果により、交通法規等に関する

知識を効果的に提供するなど、受講者が興

味を引くような創意工夫があるか。（独創

性） 

- 

 

 

75 

 

 

 

 

 

・視聴者に対して交通法規等の内容をわか

りやすく伝えることができ、かつ、映像を

見る人に訴えるものがあるか。（訴求力） 

- 

 

 

75 

 

 

２ 事業実施主体の適格性  160 75 235 

実施体制の適格性 

 

 

 

 

 

必須 
 

 

・映像制作に可能な人員が確保されてお

り、かつ、当庁からの要望等に迅速・柔軟

に対応できる体制が備わっているか。 

50 

 

 

- 

 

 

100 

 

 

 

 

 

必須 

 
・作業手法、日程等に無理がなく、実現性

があるか。 

50 

 

- 

 

実績の有無 

 

 

 

 

必須 

 
・映像制作に関する知見、ノウハウを有し

ているか。 

50 

 

- 

 

125 

 

 

 

 

 

 

・過去の同種業務の実績はどの程度のもの

か。 

- 

 

75 

 

経理処理能力の適格性 

 

必須 

 
・映像制作を行う上で適切な財政基盤、一

般的な経理処理能力を有しているか。 

10 

 

- 

 

10 

 

小   計 210 275 485 



 

評 価 項 目 評 価 基 準 
配 点 

基礎点 加点 合 計 

３ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 ※１ - 15 15 

女性活躍推進法に基づく認定 
（えるぼし認定企業・プラチナ

えるぼし認定企業）等 
 
 
 
 
 

 

プラチナえるぼし ※２ - 15 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

えるぼし３段階目 ※３ - 12 

えるぼし２段階目 ※３ - ９ 

えるぼし１段階目 ※３ - ６ 

行動計画 ※４ - ３ 

次世代法に基づく認定 
（くるみん認定企業・トライくる

みん認定・プラチナくるみん認定

企業） 

 
 

プラチナくるみん ※５ - 15 

くるみん（令和４年４月１日以降の基準） 

※６ 
 ９ 

くるみん（平成 29 年４月１日～令和４年

３月 31 日までの基準） ※７ 
 ９ 

トライくるみん ※８ - ９ 

くるみん（平成 29 年３月 31 日までの基

準） ※９ 
- ６ 

若者雇用促進法に基づく認定（ユースエール認定企業） - 12 

小   計 - 15 15 

合   計 210 290 500 

  
※１ 複数の認定に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとす

る。 
 ※２ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律（令

和元年法第 24 号）による改正後の女性活躍推進法第 12 条の規定に基づく認定 
 ※３ 女性活躍推進法第９条の規定に基づく認定 
    なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 
※４ 常時雇用する労働者の数が 100 人以下の事業主に限る（計画期間が満了してい

ない行動計画を策定している場合のみ）。 
 ※５ 次世代法第 15 条の２の規定に基づく認定 
※６ 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規

則の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第 185 号。以下「令和３年改正
省令」という。）による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則（以下「新
施行規則」という。）第４条第１項第１号及び第２号の規定に基づく認定 

※７ 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、令和３年改正省令による改正前の
次世代育成支援対策推進法施行規則第４条又は令和３年改正省令附則第２条第２
項の規定に基づく認定（ただし、※９の認定を除く。） 

※８ 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第４条第１項第３号及



び第４号の規定に基づく認定 
※９ 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規

則等の一部を改正する省令（平成 29 年厚生労働省令第 31 号。以下「平成 29 年改
正省令」という。）による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条又
は平成 29 年改正省令附則第２条第３項の規定に基づく認定 

 


